
 

 

物流効率化推進事業費補助金交付要綱 

 

平成１５年４月１日 国政調第５４７号 

 

（通則） 

第１条 物流効率化推進事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下

「適正化法」という。）及び同法施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化法

施行令」という。）の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、一般貨物自動車運送事業者、利用運送事業者、自家用自動車を

業として有償で貸し渡す者、鉄道事業者、海運事業者、港湾運送事業者、軌道経営者、

倉庫業者及び荷主等関係者その他これらに準ずるものとして国土交通大臣（以下「大

臣」という。）が認定した者（以下「補助対象事業者」という。）が行う国が設置した

検討会の推薦に基づき国土交通省政策統括官の認定を受けた環境負荷の小さい物流体

系の構築を目指す実証実験実施計画に基づく事業（以下「補助対象事業」という。）に

要する経費の一部を国が補助することにより、都市圏間における物流効率化による環

境負荷の低減を図ることを目的とする。 

 

（交付の対象等） 

第３条 大臣は、補助対象事業者が行う補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付

の対象として大臣が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、予算の範

囲内において補助対象事業者に対し補助金を交付する。 

２ 前項の大臣が認める補助対象経費及び補助率については、別表のとおりとする。 

 

（補助金交付申請） 

第４条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、すみやかに様式第

１による補助金交付申請書を大臣に提出しなければならない。 

 

（交付の決定及び通知） 

第５条 大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査のう

え、交付決定を行い、様式第２による交付決定通知書により補助対象事業者に通知す

るものとする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（交付決定の変更等の申請） 

第６条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするとき（ただし、軽

微な場合を除く。）は、様式第３による交付決定変更申請書を大臣に提出し、大臣の承

認を受けなければならない。 



 

 

 

（交付決定の変更及び通知） 

第７条 大臣は前条に基づく交付決定変更申請書の提出があったときは、審査のうえ、

交付決定の変更を行い、様式第４による交付決定変更通知書により補助対象事業者に

通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助対象事業者は交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があること

により、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日

から起算して３０日以内に、その旨を記載した書面を大臣に提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第９条 補助対象事業者は、大臣の要求があった場合には、すみやかに様式第５による

状況報告書を大臣に提出しなければならない。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない見込みである

ときは、状況報告書にその理由を付してすみやかに大臣に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１０条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から１か月を経

過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに様式第６による完了実績

報告書を大臣に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１１条 大臣は、前条に規定する完了実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助

対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合する

と認めたときは、別表に定めるところにより、交付すべき補助金の額を確定し、様式

第７による額の確定通知書により補助対象事業者に通知するものとする。 

 

（返還命令） 

第１２条 大臣は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、

既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還

を命ずるものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１３条 補助対象事業者は、国から補助金の支払いを受けようとするときは、様式第

８による補助金支払請求書を大臣に提出しなければならない。 

 

（概算払の請求） 

第１４条 補助対象事業者は、国から補助金の概算払を受けようとするときは、様式第

９による補助金概算払請求書を大臣に提出しなければならない。 



 

 

 

（事業の中止等） 

第１５条 補助対象事業者が補助対象事業の中止又は廃止をしようとする場合は、その

旨を記載した書面を大臣に提出し、大臣の承認を受けなければならない。 

 

（取得財産の管理等） 

第１６条 補助対象事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産に

ついては、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、

補助金交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。 

 

（補助対象事業に関する書類の保存） 

第１７条 補助対象事業者は、補助金の交付の対象となった環境負荷の小さい物流体系

の構築を目指す実証実験に関する書類を、事業完了の属する年度の翌年度から５年間、

保存しておかなければならない。 

 

（補助金交付の際付すべき条件） 

第１８条 大臣は、補助対象事業者に補助金を交付するときは、適正化法、適正化法施

行令及びこの要綱に従わなければならないことを条件として付さなければならない。 

 

 

附  則 

 

１．この要綱は、平成１５年 ４月 １日から施行する。 


